
職場のトラブルで
悩んでいませんか？

・解雇

 ・パワハラ

  ・雇止め

   ・賃下げ

    ・退職

     ・配転命令など

無料
ご利用は

秘密厳守

労働委員会は、公正・中立な秋田県の行政機関です。 お気軽にご相談ください。

秋田県労働委員会 ０１８－８６０－３２８４
8：３０～１７：１５（土日祝・年末年始を除く）

〒010-0951 秋田市山王四丁目１－２
　　　　　　（秋田地方総合庁舎４階）

弁護士や会社経営者、労働組合の役員等の労働問題の専門家が、
労働者と使用者の双方から主張をお聞きし、話し合いにより
トラブルが解決されるようお手伝いします。
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